
きらら西口園 重要事項説明書 

 

１ 施設運営者 

 

名 称 有限会社 LifeDream 

所 在 地 さいたま市見沼区東大宮７丁目７番９ 

電 話 番 号 ０４８‐６８２‐０１２０ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 山田 幸生 

 

２ 施設の目的及び運営の方針 

 

施 設 の 目 的 

きらら西口園は、児童福祉法の理念にもとづく児童福祉施設で

す。そして保護者の労働、又は病気などの様々な理由で家庭の保

育が充分行届かない乳幼児を、保護者から日々委託を受けて保

育する場です。保育とは、養護と教育が一体化した営みであり、

そのことを通じて子供達の心身の諸能力を、健全で調和のとれ

た姿に育成することを目的としています。保育園は、地域の特性

を生かし、子供達の個を大切にしながら、心身共に健やかに育つ

ことを目的とします。 

運 営 方 針 

経営理念   信頼・安全 

『もう一人のおかあさん、もうひとつの家族』 

地域の方々に喜んでいただけるような施設運営が目標です。 

保育における専門性を活かし、育児に関する不安解消のお手伝

いや、地域の方と連携しながら豊かな子育てに協力していきま

す。 

 

３ 提供する保育の内容 

 

名 称 きらら西口園 

所 在 地 さいたま市見沼区東大宮２丁目２２番１３ 

電 話 番 号 ０４８‐７８８‐２８５６ 

認 可 年 月 日 2021 年４月１日 

施 設 長 氏 名 山田 真弓 

取扱う保育事業の種類 月極保育、障害児保育、延長保育事業 

 

 

 

 



４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

職 種 員 数 職 務 の 内 容 

 施設長  １人 保育園の運営、全般職員の指揮監督 

主 任 １人 保育士間の業務調整及び技術指導 

保育士 7 人 
指導計画の作成および指導、児童の保育業務、保護者との連

絡調整及び遊具の安全点検 

栄養士 

調 理 

1 人 

1 人 

園内における調理・食材の発注業務、栄養士として献立の作

成 

 

５ 保育の提供を行う日及び時間・提供を行わない日 

 

開 所 日 月曜日から土曜日まで              

※ 土曜日は、きらら園との共同保育となり、きらら

園が保育の実施場所となります。 

開 所 時 間 

標準時間 
７時００分から１８時００分まで 

延長保育は１８時００分から１９時３０分まで 

短 時 間 

９時００分から１７時００分まで 

延長保育は、7 時 00 分から 9 時 00 分まで 

      17 時 00 分から１９時３0 分まで 

土 曜 日 ７時００分から１８時００分まで 

休 所 日 
標準時間 

日曜日・祝日及び１２月２９日から１月３日まで 
短 時 間 

 

６ 土曜日の共同保育 

土曜日は、「土曜日共同保育」を実施しています。土曜日については、連携し

ている保育施設等の児童との合同保育になります。対象の保育施設等及び土曜

日の保育を実施する場所については、以下のとおりです。 

 

対象の保育施設等 保育を実施する場所 

保育所 当園 
保育所 きらら園 

認可保育所きらら園 きらら西口園 

 ※ 開所時間や保育の提供時間は、変更ありません。 

 ※ 緊急時の対応方法は 10.のとおり、また苦情受付先も当園と同じ窓口と

なります。 

 

 

 

 



７ 利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び金額 

種 類 理 由 ・ 金 額 

保 育 料 保育料はお住まいの各自治体が決定します。 

延 長 保 育 料 

30 分当たり 3００円  60 分延長 3,500 円/1 ヶ月  

90 分延長 4,500 円/1 ヶ月  

＊延長保育のご利用は満１歳からになります 

（希望者のみ。ご利用は、当日１０時までの予約が必要となりま

す） 

実 費 徴 収 

・カラー帽子（いずれかを選択） 

620 円（UV ガード無）/ ９8０円（UV ガード有） 

・けんばんハーモニカ唄口 ４５０円（４歳・５歳児） 

・文字ワークブック ４６０円（５歳児） 

・卒園記念アルバム 実費負担（希望者のみ） 

・日本スポーツ振興センター共済掛金 年額２１０円 

・季節の行事（実費負担） 

※詳細は、行事の前に文書でご連絡をします 

・主食 月額５００円（３歳児以上） 

・副食費 月額 4,500 円（3 歳児以上） 

・おむつ代 １枚５０円 

（家庭より持参した物で足りなかった場合使います。後日代わ

りの物をご持参頂いた場合、代金は頂きません） 

 

８ 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

 

年 齢 ０ 歳 児 １ 歳 児 ２ 歳 児 ３ 歳 児 ４ 歳 児 ５歳児 合 計 

定 員 ６人 6 人 6 人 6 人 6 人 6 人 36 人 

 

９ 施設の利用の開始及び終了に関する事項・利用に当たっての留意事項 

 

事  項 内  容 

慣らし保育について 

初めて入園したお子さんが、新しい集団生活に慣れるまでには

日数がかかります。お子さんの状態に応じた保育時間を設定し

ますのでご協力ください。 

欠席する場合 又は登園

の時間が変わる場合 

当日に欠席の連絡をする場合は、その日の登園予定時刻までに

御連絡願います。又、登園の時間が変わるときは、その都度連

絡をして下さい。 

お迎えが遅れる場合 
お迎えが遅れる場合は、原則として随時の延長保育扱いとなり

ます。お迎え予定時刻の 30 分前までには御連絡願います。 

お迎えについて 

送迎は保護者の方が責任を持っておこなってください。やむを

えず代わりの方がお迎えに来るときは、前もって必ず連絡をし

てください。 



病気について 
持病があったり、保育をしていく上で注意しなければならない

ことがありましたら、必ずお知らせください。 

毎朝の体温等の確認 
登園前に必ず体温や健康状態等の確認を行いコドモンで送信し

て下さい。 

発熱のある場合について 熱が３７．５度以上ある場合は、登園を控えてください。 

体調について 

前日、又は朝から具合の悪いときは、登園を見合わせていただ

くとともに、登園後発熱したり、激しい嘔吐、下痢、伝染性疾

患の疑いのある場合は連絡をいたしますので、なるべく早く医

師の診断を受けるようにしてください。 

投薬について 

医療行為に当たるため原則として行いません。ただし、医師の

処方を受けた薬に限り、医師の指示に基づき行うことができま

す。必要がある場合は個別に御相談ください。 

感染症について 

麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症にかか

った場合は、別紙（感染症について）の出席停止期間を経過し

てから登園してください。また、登園の際には、登園届・意見

書を提出してください。 

持ち物について 

別紙（用意していただく持ち物）の一覧をご確認下さい。おも

ちゃ、菓子等、必要な物以外はお持ちにならないでください。

破損、紛失の恐れがあります。破損、紛失をした場合、当園で

は責任を取りかねますのでご了承ください。 

写真撮影・販売 

について 

施設内でのお子さまの様子を写真撮影し、保護者アプリにて配

信、販売いたします。主にクラスごとの配信、販売となりま

す。 

動画の撮影・配信 

について 

行事の際や施設内でのお子様の様子を動画で撮影し、保護者ア

プリや在園児限定（Happy Memory）にて配信します。セキ

ュリティの観点から動画のダウンロードはできません。 

ソーシャルメディアの 

利用にあたって 

ソーシャルメディアを利用して情報を発信する際には、園内で

撮影されたお子様以外の園児や保護者の画像などを発信しない

ようにして下さい。 

嘱託医について 

内科：医療機関 医療法人社団 眞秀会  

ハートの森クリニック 担当医師 森本 幸秀先生 

所在地：さいたま市見沼区東大宮２－３５－３ 

電話：048-664-8828 

歯科：医療機関 浜歯科医院 担当医師 浜 新児先生 

所在地：さいたま市見沼区春岡３－２１－６ 

電話：048-687-1425 

緊急時における対応 

消防署（救急）管轄消防署名 

さいたま市見沼消防署東大宮出張所 

所在地：さいたま市見沼区東大宮４－３１－１ 



電話：048-651-9110 

 

警察署 管轄警察署名 大宮東警察署 

所在地：さいたま市見沼区風渡野３５－１ 

電話：048-682-0110 

利用の継続について 
保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、当きらら西

口園の利用終了となります。 

 

１０ 緊急時等における対応方法 

 

（１）保育実施中に、容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定し

た緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措

置を講じます。 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当

保育所が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了

承ください。 

 

１１ 非常災害対策 

 

消 防 計 画 作 成 

（ 変 更 ） 届 出 書 

見沼区見沼消防署  2015 年 3 月１7 日届出 

防火管理者  氏名 山田 幸生 

避 難 訓 練 
火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施し 

ます。 

防 災 設 備 煙感知器・誘導灯・消火器具・カーテンの防炎処理 

避 難 場 所 
第１避難場所・・・堀の内公園 

第２避難場所・・・さいたま市立見沼小学校 

災害時における 

臨時休園等について 

感染症のまん延時や、自然災害発生時など平常時の保

育を維持できない状態となった場合に、保育所の開所

や臨時休園等の対応について、別紙「災害時における

きらら西口園の臨時休園等について」に詳細を定めま

す。 

 

１２ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

（１）設置者及び職員は当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行い

ません。 

（２）児童虐待の防止等に関する法律第５条、第 6 条に基づき児童虐待の早期

発見に努め、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やか

に関係機関に通告します。 

（３）児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために、毎年児

童虐待防止研修を行っています。 



 

 

１３ その他保育施設の運営に関する重要事項 

 

年間行事予定 

4 月 
入園祝い 進級祝い 健康診断 保護者会・懇談会 

お誕生日会 身体測定 避難訓練  

5 月 保育参観・保護者会 お誕生日会 身体測定 避難訓練  

6 月 歯科検診 新入園児個別面談 お誕生日会 身体測定 避難訓練  

7 月 プール/水遊び 夏祭り お誕生日会 身体測定 避難訓練 

8 月 プール/水遊び お誕生日会 身体測定 避難訓練  

9 月 運動会 お誕生日会 身体測定 避難訓練 

10 月 
引取り訓練 ハロウィン 健康診断 お誕生日会 身体測定  

避難訓練 

11 月 お芋ほり お誕生日会 身体測定 避難訓練  

12 月 発表会 クリスマス会 お誕生日会 身体測定 避難訓練  

1 月 個別面談 豆まき お誕生日会 身体測定 避難訓練 

2 月 個別面談 お誕生日会 身体測定 避難訓練 

3 月 親子遠足 卒園式 お誕生日会 身体測定 避難訓練 

主な一日のスケジュール 

午前 

９：００ 朝の会 おやつ（幼児食の 0 歳～2 歳） 

主活動（戸外遊び、製作、外部講師による活動） 

11:００  昼 食 

午後 

12:００  午 睡  

1５:００  おやつ 

1６:３０  帰りの会 

＊乳児は、保護者の方とご相談しながら個別の生活リズムに対応して

いきます。 



主なお散歩のコース 屋外遊戯場の代替に、近隣にある堀の内公園にお散歩に行きます。 

昼食・おやつ 
毎日、自園調理し児童に提供します。 

保護者の方へは、月末に翌月の献立表を保護者アプリより配信します。 

アレルギー等 

 への対応 

使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものがありました

ら、 事前に御連絡ください。御相談の上、除去するなどの対応をとり

ます。 

（例）卵・牛乳・そば、魚介類（えび・かに）など 

衛生管理等 

保育室やトイレの床、テーブル等はレドックスターやピューラックス

を使用し毎日拭きあげています。又、食事の前の手洗い、アルコール

消毒、玩具の消毒等、感染症対策にも配慮し て お り ま す 。                    

調乳・食事介助を行なう保育従事職員は、毎月検便を行っています。 

健康診断等について 

健康診断  

毎年２回、嘱託医が健康診断を行います。結果は、保護者に通知し、児

童票に記録します。 

身体測定 

毎月１回、身長・体重の測定を行います。結果については、保護者に通

知し、児童票に記録します。 

自己評価の概要 
職員による保育内容等の自己評価を毎年１度実施し、併せて利用者アン

ケートを年１回行い、サービス内容の向上に努めています。 

職員への研修の 

実施状況 
階層に合わせた研修を随時受講しています。  

損害賠償保険への加入

（保険の種類） 

 

・施設所有（管理）者賠償責任保険 

１事故 ３億  １名につき ３０００万 

・生産物賠償責任保険 

１事故 ３億  １名につき ３０００万 

・日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」加入（制度について

別紙資料あり） 

保育内容に関する  

相談・苦情窓口 

きらら西口園 相談・苦情担当 

相談・苦情受付担当者 山田 幸生 

電話 ０４８（６８２）０１２０ 

相談・苦情受付担当者 山田 真弓（役職 施設長） 

電話 ０４８（７8８）２８５６ 

第三者委員 さいたま市民生委員児童委員協議会 

地域担当 鈴木 晶子（民生委員） 

電話 ０４８（８２９）１２５３ 

第三者委員 山田 春実（元警察官） 

電話 ０４８（５５４）６６６４ 

受付方法 面接・文書・電話などの方法で相談・苦情を受付けます。 

保護者会について 年に１回、開催予定です。保育所からは行事やできごと、運営委員会の



内容等に関することについてお知らせします。また、保護者の御意見も

いただく場としています。 

運営委員会について 

年に２回、開催予定です。保護者､外部委員及び事業者がさまざまな内

容について意見を交換し､利用者の立場に立った良質な保育を行うため

に開催するものです。 

個人情報の取扱 

有限会社 Life Dream 及び有限会社 Life Dream の運営するきらら西

口園は、利用者皆様の個人情報の重要性を認識し大切に扱うとともに、

よりよい保育サービスを提供させていただくため、責任を持って利用者

皆様の個人情報を保護いたします。 

※ 有限会社 Life Dream 及びきらら西口園 個人情報取扱指針に準

ずる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

独立行政法人 日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について 

 

 日頃、きらら西口園にご協力いただきましてありがとうございます。きらら西口園での生

活がお子さまにとって安全で楽しいものとなりますよう、職員一同力を合わせて見守って

いきたいと思います。      

さて、重要事項説明書にも記載しておりました独立行政法人日本スポーツ振興センター

の「災害共済給付制度」ですが、万が一の災害に備え、下記内容をご理解して頂いた上、加

入契約の手続きを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

制度について 

 制度の名称は独立行政法人日本スポーツ振興センターと称し、保育所等の管理下で児童

の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）が発生した時に、災害共済給付（医療費、障害見舞金

又は死亡見舞金の給付）を行う、国・施設の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制

度です。加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意の下に、児童の名簿を提出するこ

とになっています。 

また、災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項

を入力することにより行われますが、個人情報の取り扱いには十分留意いたしますので、ご

了承下さい。 

給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（以下「センター法」といいま

す。）またはこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。  

 

１.給付の種類と内容（災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第３条によります） 

災害の

種類 
災害の範囲 給付金額 

負傷 
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養

に要する費用の額が 5,000 円以上のもの 

医療費 

・医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10（そのうち 1/10

は、療養に伴って要する費用として加算される分）。 

ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額（所得区分に

より限度額が異なる。）に療養に要する費用の額の 1/10 を加算し

た額 

・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した

額 

疾病 

その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養

に要する費用の額が 5,000 円以上のもののうち、文部科

学省令で定めているもの 

・給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 

・溺水 ・異物の嚥下又は迷入による疾患 ・漆等による

皮膚炎 ・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 

障害 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った傷害 障害見舞金 4,000 万円～8８万円（通学中の災害は半額） 

死亡 

学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び疾

病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 3,000 万円（通学中の災害は 1,500 万円） 

突然死 
運動などの行為に起因する突然死 死亡見舞金 3,000 万円（通学中の災害は半額） 

運動などの行為と関連のない突然死 死亡見舞金 1,500 万円（通学中の災害も同額） 

 



 

 

 

なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。 

① 授業中（保育所における保育中を含む。）  ④通常の経路及び方法による通学（園）中 

② 学校の教育計画に基づく課外指導中    ⑤寄宿舎にあるとき 等 

③ 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 

 

２.給付基準 

①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10 年間行われま

す。 

② 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から２年間行わないときは、時

効によって消滅します。 

③ 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付（例えば、地方公共団体の条

例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度）等を受けたときは、

その価格の限度において、給付を行いません。 

④ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生

徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。 

⑤ 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負

傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給

付を行いません。 

⑥ 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にか

かり又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合

があります。 

＊これはセンターの災害共済給付制度の概要を記載したものです。 

 

３.共済掛金（年額） 

保護者負担額 210円 ・ (有)Life Dream負担額140円 ＊負担金額は年額です。 
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